
- 1 -

○
総
務
省
令
第
百
十
二
号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙３

幸多朗 鈴木
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
磁
粉
探
傷
試
験
、
浸
透
探
傷
試
験
及
び
渦
電
流
探
傷
試
験
） 

（
磁
粉
探
傷
試
験
及
び
浸
透
探
傷
試
験
） 

第
二
十
条
の
八　

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
側
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
（
ア
ニ
ュ
ラ
板
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、

第
二
十
条
の
八　

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
側
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
（
ア
ニ
ュ
ラ
板
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、

底
板
）
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
底
板
及
び
底
板
と
底
板
と
の
溶
接
継
手
（
以
下
こ
の
項

底
板
）
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
ア
ニ
ュ
ラ
板
、
ア
ニ
ュ
ラ
板
と
底
板
及
び
底
板
と
底
板
と
の
溶
接
継
手
並
び
に
重
ね
補

に
お
い
て
「
底
部
の
溶
接
継
手
」
と
い
う
。
）
並
び
に
重
ね
補
修
に
係
る
側
板
と
側
板
と
の
溶
接
継
手
（
接
液
部

修
に
係
る
側
板
と
側
板
と
の
溶
接
継
手
（
接
液
部
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
次
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
次
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
磁
粉
探
傷
試
験
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場

ら
な
い
。
た
だ
し
、
磁
粉
探
傷
試
験
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
浸
透
探
傷
試
験
を
、
底
部
の
溶
接
継
手

合
は
、
浸
透
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

（
磁
粉
探
傷
試
験
又
は
浸
透
探
傷
試
験
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
対
象
と
な
る
場
合
に
は
渦
電
流
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
項
又
は
第
四
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

４　

渦
電
流
探
傷
試
験
に
関
す
る
合
格
の
基
準
は
、
試
験
の
対
象
と
な
る
溶
接
継
手
を
走
査
し
た
と
き
に
生
ず
る
電

［
新
設
］

圧
又
は
電
流
の
値
（
電
気
的
信
号
に
変
換
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
溶
接

継
手
を
模
し
た
試
験
片
に
製
作
し
た
基
準
と
な
る
傷
（
長
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
が
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
傷
と
す
る
。
）
を
走
査
し
た
と
き
に
生
ず
る
電
圧
又
は
電
流
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



- 3 -

 

　
　

附　

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 




